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野辺地町小中学校大会派遣事業費補助金交付要綱の一部を 

改正する要綱を次のように定める。 

 

 

 

令和８年４月１日  

 

       野辺地町教育委員会 教育長 小 野 淳 美  



野辺地町小中学校大会派遣事業費補助金交付要綱の一部を 

改正する要綱 

 

 野辺地町小中学校大会派遣事業費補助金交付要綱（令和３年野辺

地町教育委員会告示第６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条から第６条までを次のように改める。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

 （１）町立学校 野辺地町立学校設置条例（昭和４１年野辺地町条

例第１０号）に規定する小学校及び中学校をいう。 

 （２）スポーツ・文化団体 スポーツ又は文化芸術の振興を主たる

目的とした活動を行う団体をいう（次号に規定するものを除

く。）。 

 （３）地域クラブ 部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関す

る総合的なガイドライン（令和７年１２月文部科学省）の地域

クラブ活動に関する認定制度に基づき、自治体から活動の認

定を受けた運営団体をいう。 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号に掲げるものとする。 

 （１）町立学校に在籍し、かつ、町立学校の部活動、スポーツ・文

化団体又は地域クラブのいずれかに所属する児童生徒で、次

条に規定する大会に出場するもの（団体競技の場合は、出場す

る大会の大会要項（以下「大会要項」という。）に規定された

補欠者を含む。） 

 （２）主として町内で活動を行っているスポーツ・文化団体又は野

辺地町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱（令和８年野

辺地町教育委員会告示第１号）の規定に基づき認定を受けた

地域クラブに所属する者で、前号に規定する児童生徒を引率

するもの（２名以内とし、うち１名は大会要項に規定する指導

者とする。以下「引率者等」という。） 

２ 前項第１号に規定する児童生徒は、町外のスポーツ団体又は地



域クラブ（以下「町外のスポーツ団体等」という。）に所属する者

を含むものとする。 

 

 （補助対象大会） 

第４条 補助金の交付の対象となる大会は、次の各号に該当する大

会とする。 

 （１）中学校体育連盟、吹奏楽連盟及び都道府県教育委員会を含む

都道府県又は文部科学省が主催又は共催する郡大会以上の大

会 

 （２）（公財）日本オリンピック委員会又は（公財）日本スポーツ

協会に加盟する団体若しくはその下部組織が主催する公式大

会である競技大会であり、県予選を経て優秀な成績により出

場する東北大会（全国大会の予選となる大会）以上の大会 

 （３）野辺地町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が特

に認める東北大会以上の大会 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）及び補助金の額は、別表に規定するものとする。ただし、当

該補助金のほかに助成金等の交付がある場合は、当該補助金の交

付額から当該助成金等の金額を減じた額とする。 

 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付申請は、町立学校の部活動において大会に出

場するものにあっては、当該町立学校の校長が、スポーツ・文化団

体又は地域クラブにおいて大会に出場するものにあっては、当該

団体等の代表者が行うものとする。 

２ 補助金の交付申請をする者（以下「申請者」という。）は、野辺

地町小中学校大会派遣事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次

の書類を添えて、当該大会開催日の原則３０日前までに申請する

ものとする。ただし、教育長が特別な事情があると認めたときは、

この限りではない。 

 （１）事業計画書（様式第２号） 

 （２）収支予算書（様式第３号） 

 （３）参加者名簿（様式第４号） 

 （４）大会開催要項 



 （５）予選の大会要項、成績等参加資格を得た経緯がわかるもの 

 （６）大会参加のための旅行日程が確認できるもの 

 （７）競技団体等における指導者としての資格証明（公認）書 

 （８）その他教育長が必要と認める書類 

 



 別表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第３号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第９号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

第２条 改正後の野辺地町小中学校大会派遣事業費補助金交付要綱

の規定は、令和８年度以後の補助金について適用し、令和７年度ま

での補助金については、なお従前の例による。 
 


